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①「開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害」 
「開示の請求に応じないことにより生じた損害」とは、本来開示関係役務提供者が発

信者情報を開示すべき場合であったにもかかわらず、開示を拒んだことにより、開示請

求をした者に生じた損害のことであり、適時に開示を受けられなかったことによる損害

を意味する。具体的には、たとえば以下のようなケースにおいてこうした損害が生じる

可能性がある。 
ア 開示関係役務提供者が裁判外での開示請求に応じなかったため、開示請求をした者が

裁判上の開示請求を行い、これを認容する確定判決を得たが、それまでの間に発信者が

行方不明又は無資力になっており、発信者に対する責任追及が無意味になった場合。 
イ 開示関係役務提供者が裁判外での開示請求に応じなかったため、開示請求をした者が

裁判上の開示請求を行い、これを認容する確定判決を得たが、その間開示が遅れたこと

で、開示請求をした者の精神的苦痛が長引き、精神的損害が発生した場合。 
※ なお、発信者情報の適切な保存を怠ったことにより生じた損害も問題となり得るが、

開示関係役務提供者にはログ等の通信履歴の保存義務はなく、むしろ個人情報保護の観

点から不要なログは遅滞なく削除する責務を負っており、この点については本法律によ

っても何ら扱いが変わるものではないので、損害の発生について過失が認められること

は考えがたい。 
なお、本規定は、不法行為法上の「損害」概念を変更するものではない。従って、不

法行為の場合、権利侵害と相当因果関係のある損害が本規定の対象となるものである。

弁護士費用については、判例上一定の限度で「損害」に含まれると解されていることか

ら、本規定の「損害」にも含まれることとなる。他方、印紙代等のいわゆる「訴訟費用」

については、一般に訴訟物に関する主文とは別にその負担の裁判をすることとなってい

るため、本規定の「損害」には含まれない。 
②「故意又は重大な過失がある場合」 

「故意」とは、結果の発生を認識・認容している心理状態をいい、「重大な過失」とは、

故意に近い注意欠如の状態をいう。本項において、故意又は重過失は、開示を求める者

が発信者情報開示請求権の要件（権利侵害の明白性及び開示の必要性）を具備している

ことについて必要とされる。 
③「賠償の責めに任じない」 

「賠償の責めに任じない」とは、債務不履行又は不法行為を原因とする民事上の損害

賠償責任が生じないことをいう。 
④ 「ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である

場合は、この限りでない」 
当該役務提供者自身が、権利を侵害したとされる情報の発信者である場合には、自ら

要件があると判断すれば、自己が発信者である旨を明らかにすればよく、開示しなかっ

た場合に開示を請求した者に生じる損害について敢えて免責する政策的必要性に欠ける。




